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令和６年度から適用になる主な税制改正

国外居住の控除対象扶養親族の所得要件は国内源泉所得で判定していたため、国
外で多くの所得がある場合でも、控除対象扶養親族に含めることができ不公平が生
じていました。

その不公平を解消するため、令和6年度住民税から、30歳以上70歳未満の国外に
居住している方で、つぎのいずれにも該当しない場合は、扶養控除の対象外となり
ました。

〇留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
〇障害のある方
〇その申告をする方（納税義務者）から前年において生活費または教育費に充て

るための支払を38万円以上受けている方
※適用を受ける場合の確認書類は、28頁参照。

特定配当等・特定株式等譲渡所得については、これまで所得税と住民税で異なる
課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度（令和5年分）から所得税と課税方式を
一致させることとなりました。所得税で申告した特定配当等・特定株式等譲渡所得は、
住民税でも合計所得金額に算入されます。

税制改正について１

１ 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

２ 上場株式等の配当所得等の課税方式の統一

森林には、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など
の様々な機能があり、私たちの生活に恩恵をもたらしています。しかし、林業の担
い手不足や、所有者や境界の不明な土地により、経営管理や整備に支障をきたして
います。森林の機能を十分に発揮するためには、適切な森林整備が必要です。

そこで、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保し、温室効果ガス排出削減
目標の達成や災害防止等を図るなどの観点から、森林環境税が創設されました。

森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、令和６年
度から区市町村が住民税均等割と併せて年額1,000円を賦課徴収します。
※住民税均等割については、16頁参照。

　平成26年度から開始された防災・減災事業の財源を確保するための住民税
均等割の税率の特例（年間1,000円〈区民税500円、都民税500円〉を加算す
る措置）は、令和５年度で終了となります。

住民税均等割の税率の特例について

３ 森林環境税の創設
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納税義務者 区市町村

区市町村
都道府県

国（交付税及び譲与税配付金特別会計）

〈仕組み〉

森林環境税森林環境税（1,000円／年）（1,000円／年）

森林環境譲与税森林環境譲与税

区市町村の支援区市町村の支援

【森林環境税の使い道】
森林環境税として納められた全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・

区市町村へ譲与されます。なお、森林環境譲与税は、森林整備が喫緊の課題である
ことを踏まえ、令和元年度から地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を
財源に譲与されています。

森林環境譲与税は、区市町村においては「森林整備およびその促進に関する費用」
に、都道府県においては「森林整備を実施する区市町村の支援等に関する費用」に
充てることとされています。

令和６年度住民税の所得割額から、納税義務者本人および国内に居住する控除対
象配偶者・扶養親族１人につき１万円を控除します。
※合計所得金額1,805万円（給与収入2,000万円相当）以下の場合に限ります。
※非課税者、均等割のみの課税者等、所得割額から控除できない方は対象外です。

＜実施方法＞
〇普通徴収の方

第１期分の税額から控除します。
（控除しきれない場合は、第２期分以降の税額から控除します。）

〇給与特別徴収の方
控除後の税額を令和６年７月分～令和７年５月分の11か月で徴収します。

（令和６年６月の徴収はありません。）
〇年金特別徴収の方

令和６年10月分の特別徴収税額から控除します。
（控除しきれない場合は、令和６年12月分以降の特別徴収税額から控除します。）

※令和６年２月末日時点で公表されている内容ですので、変更となる場合があります。
※この頁以降の住民税の説明には、今回の定額減税に関する改正内容は含まれません。

４ 定額減税
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みなさんが快適で、安心して暮らせる社会を維持していくために必要な経費を、「税
金」という形で負担していただいています。

どのような税が、どういった仕組みで課税されているのでしょうか。

税は主に、つぎのように分けることができます。

国　税 国に納める税金

地方税 地方自治体に納める税金

直接税 税金を負担する人が納税義務者である税金 所得税、住民税等

間接税 税金を負担する人と納税義務者が別である税金 消費税、たばこ税等

普通税 一般的な財源にあてられる税金 住民税、
軽自動車税種別割等

目的税 特定の目的にあてられる税金 入湯税、
都市計画税等

区民生活と税金２

１ 税金の分け方
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税金には、所得税、住民税、消費税、固定資産税、自動車税種別割、たばこ税等
たくさんの種類があります。地方税と国税は、下表のとおり分類されます。

地　方　税 国　税特　別　区　税 都　税

税　
　
　
　
目

特別区民税
（個人分）

※都民税（個人分）
を合わせて課税 
・徴収します。

特別区（東京23区）の
住民が納める税金
※「住民税」「個人住民税」

とよばれます。

都民税（個人分） 所得税

森林環境税

法人税

地方法人税

特別区民税
（法人分）

都民税（法人分）
※特別区民税（法人分）

相当分を含みます。

特別法人事業税

復興特別所得税
軽自動車税
環境性能割

軽自動車を取得した
ときに納める税金

都民税（利子割・配当割・
株式等譲渡所得割） 相続税

事業税（個人分）
贈与税

軽自動車税
種別割

バイク・軽自動車等の
所有者が納める税金

事業税（法人分）
地方消費税 消費税

不動産取得税 酒税
特別区たばこ税 たばこの消費者が

負担する税金
都たばこ税 国たばこ税

ゴルフ場利用税 たばこ特別税
自動車税環境性能割 揮発油税

入湯税 鉱泉浴場の入湯客が
納める税金

自動車税種別割 地方揮発油税
軽油引取税 航空機燃料税

鉱産税 石炭などの鉱物の
採掘業者が納める税金
※練馬区では課税実績が

ありません。

鉱区税 石油ガス税
狩猟税 石油石炭税

法定外目的税（宿泊税） 自動車重量税
法定外普通税

※都内では課税していません。 印紙税

法定外普通税 }練馬区では
課税していません。

以下は市町村税ですが、
東京23区では都税として
課税しています。

登録免許税
法定外目的税 電源開発促進税

固定資産税 とん税
事業所税 特別とん税

都市計画税 関税
特別土地保有税 国際観光旅客税

※平成15年度以降、新たな
課税を停止しています。

２ 税の種類
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３ 練馬区の財政

歳出　3230億8836万円

歳入
繰入金
159億726万円（4.9%）

特別区交付金
985億6171万円（30.5%）
区と東京都で分配
している固定資産税
や法人住民税など

その他
94億1114万円（2.9%）

使用料・手数料
49億1508万円（1.5%）

地方消費税交付金
172億2000万円（5.3%）

繰越金
20億円（0.6%）

特別区債
63億4600万円（2.0%）

諸収入
79億9761万円（2.5%）

都支出金
324億3164万円（10.0%）

特別区税 695億3667万円（21.5%）
特別区民税、軽自動車税、
特別区たばこ税、入湯税

国庫支出金
587億6125万円（18.2%）

歳出
【目的別】

その他 86億9786万円（2.7%）
議会費、産業経済費、諸支出金、予備費

保健福祉費
929億580万円（28.8%）
高齢者・障害者施策
や生活保護、健康づ
くりなどの経費

区民費
206億9715万円（6.4%）
戸籍・住民基本台帳事務
や区民事務所などの経費

総務費 279億7774万円（8.7%）
防災や広報、電算システムなどの経費

公債費 49億4113万円（1.5%）
区が借りたお金の返済に充てる経費
（元金･利子･手数料など）

地域文化費 70億939万円（2.2%）
地域振興や文化・生涯学習、スポーツ
振興などの経費

都市整備費 94億1203万円（2.9%）
まちづくりの経費
環境費 135億3658万円（4.2%）
温暖化対策や清掃リサイクル、
緑化推進などの経費

こども家庭費
793億8880万円（24.6%）
保育所や児童館、
児童手当などの経費

教育費 414億6600万円（12.8%） 
小中学校や幼稚園、図書館などの経費

土木費 
170億5588万円（5.3%）
公園や道路の建設・
管理などの経費

保健福祉費、こども家庭費、
教育費の合計で、全体の
66.2%を占めています

歳入　3230億8836万円

令和６年度一般会計予算


